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第一部【企業情報】 

  

第１【企業の概況】 

  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。 

２．売上高には消費税は含まれておりません。 

３. 第10期中間会計期間より中間財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しておりません。 

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期 

会計期間 

自平成15年 
２月１日 
至平成15年 
７月31日 

自平成16年
２月１日 
至平成16年 
７月31日 

自平成17年
２月１日 
至平成17年 
７月31日 

自平成15年
２月１日 
至平成16年 
１月31日 

自平成16年 
２月１日 
至平成17年 
１月31日 

売上高（千円） － 16,950,159 14,135,483 35,319,623 35,790,711

経常利益（千円） － 1,473,049 619,449 4,242,059 3,776,462

中間（当期）純利益（千円） － 813,221 358,468 2,203,713 2,010,624

持分法を適用した場合の投資
利益（千円） 

－ － － － －

資本金（千円） － 150,000 645,550 150,000 150,000

発行済株式総数（株） － 86,400 91,700 1,080 86,400

純資産額（千円） － 6,160,199 8,571,567 5,870,395 7,357,090

総資産額（千円） － 13,608,890 14,800,882 16,208,175 14,598,032

１株当たり純資産額（円） － 71,298.60 93,474.01 5,342,958.53 85,151.51

１株当たり中間（当期）純利
益金額（円） 

－ 9,412.29 3,954.63 2,091,166.74 23,271.12

潜在株式調整後１株当たり中
間（当期）純利益金額（円） 

－ － 3,637.01 － －

１株当たり中間（年間）配当
額（円） 

－ － － 392,000 4,600

自己資本比率（％） － 45.3 57.9 36.2 50.4

営業活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

－ △96,099 914,553 2,010,738 806,965

投資活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

－ △251,196 △200,823 △784,824 △921,975

財務活動によるキャッシュ・
フロー（千円） 

－ △423,360 826,134 99,107 △423,360

現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高（千円） 

－ 4,515,457 6,287,608 5,286,114 4,747,743

従業員数 
（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

－ 
1,783
(443) 

1,692
(510) 

1,611 
(466) 

1,679
(469) 



４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

５．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、第９期、第10期中間会計期間及び第10期においてはストッ

クオプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場・非登録であり、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。 

６．従業員数の［ ］は、臨時従業員の半期（年間）平均雇用人員であります。 

７．当社は、平成16年５月15日付で１株につき80株の割合をもって株式分割を行っております。なお、第10期中間会計期間

及び第10期の１株当たり中間（当期）純利益金額は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。 

  



２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

 該当事項はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は当中間会計期間の平均雇用人数を［ ］外数で記載しております。 

  

(2）労働組合の状況 

 現在、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 

  

  

  平成17年７月31日現在

従業員数（人） 1,692［510］ 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間における我が国経済は、高水準の企業収益を背景に設備投資は増加し、景気回復基調にあったものの、原油

価格の上昇等もあり、全般的には緩やかな景気回復にとどまりました。 

アパレル業界においては販売チャネルの拡大や店舗の増加などによる競争の激化により、引き続き楽観を許さない状況が続

いております。 

このような環境の下で当社は、「世界中の子供たちに夢を与える」という経営理念に基づき夢のある商品の創造を行ってま

いりました。当中間会計期間においては、新ブランドとして、エンジェルブルーキッズを新たに投入し17ヶ所の売場を新設い

たしました。全ブランド合計では、新設64ヶ所、退去５ヶ所となり７月末現在の総売場数は926ヶ所となりました。また、新た

な販売チャネルの展開として、当年５月に宮崎県のショッピングセンター「イオンモール」に売場を新設いたしました。 

しかしながら、百貨店子供服売場への来客数の減少、専門店を取り巻く環境の厳しさから来る売上不振が続きました。以上

の結果、当中間会計期間の業績は、売上高141億35百万円（前年同期比16.6%減）、経常利益は６億19百万円（前年同期比58.0%

減）、中間純利益は３億58百万円(前年同期比56.0%減)と推移しました。 

  

(ジュニアブランド) 

ジュニアブランドにおいては、ファッションの低年齢化が進み、本来当社がターゲットとしていた小学校高学年から中学生

までの顧客層が、より大人っぽさを意識したアイテムを求め始めた事等により、従来の顧客を十分に取り込むことが出来ず、

前年同期の売上高水準を下回ることとなりました。以上の結果、当中間会計期間の売上高は79億13百万円で前年同期比81.2％

となりました。ジュニアブランド全体で31ヶ所の売場を新設いたしました。 

  

(ベビー・トドラーブランド) 

ベビー・トドラーブランドにおきましては、顧客のセレブ嗜好を十分に取り込むことが出来ず、カジュアルゾーンが苦戦い

たしました。以上の結果、当中間会計期間の売上高は54億82百円となり、前年同期比87.0 %となりました。売場については、

33ヶ所新設いたしました。ベビー・トドラーブランドにおいても、ジュニアブランドと同様に、引き続きシェアの拡大に努め

てまいります。 

  

(ロイヤリティ収入) 

当社は、それぞれの分野のリーディングカンパニーとのコラボレーションを積極的に進めてまいりました。しかしなが

ら、当社取引先である文具関連３社の中国での生産分の一部について、当社では当期に売上の計上を計画しておりましたが、

前倒しで納品された事により前期売上計上となり、前年を下回りました。以上の結果、当中間会計期間のロイヤリティ収入は1

億60百万円となり、前年同期比71.6%となりました。 

主たるコラボレート先といたしましては、株式会社バンダイ、クツワ株式会社、カリモク家具販売株式会社等がございま

す。また、新規のコラボレート先として、株式会社セガトイズ、Grand Smart International Development Ltd.等と提携し、

子供たちのトータルライフスタイルの提案という経営方針の下にコラボレーション事業の拡充を図ってまいります。 

  



(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前中間会計期間末に比べ17億72百万円増加し、62億87百万円となりまし

た。 

    当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間における営業活動の結果得られた資金は、９億14百万円(前年同期は96百万円の支出)となりました。 

    これは主に、法人税等の支払額５億83百万円、仕入債務の減少１億86百万円やその他流動負債の減少額３億49百万円等の支

出があったものの、税引前中間純利益６億８百万円、減価償却費１億78百万円、売上債権の減少12億12百万円等の収入があっ

たことによるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間における投資活動の結果使用した資金は、２億円(前年同期は２億51百万円の支出)となりました。 

    これは主に、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産取得による支出１億82百万円、役員保険の積立による支出59

百万円に対し、保証金の戻り金46百万円があったこと等によるものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

    当中間会計期間における財務活動の結果得られた資金は、８億26百万円(前年同期は4億23百万円の支出)となりました。 

    これは、配当金の支払が３億97百万円あったものの株式の発行による収入が12億23百万円あったことによるものでありま

す。 



２【生産、仕入及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）仕入実績 

 当中間会計期間における仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

 当中間会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．その他の主な内容は、コラボレーション企業からの商品販売手数料収入等であります。 

事業 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

生産高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド 45 0.2 

ベビー・トドラーブランド 83,702 35.3 

ヤングレディスブランド 50,037 109.6 

合計 133,784 43.2 

事業 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド 3,319,522 84.1 

ベビー・トドラーブランド 2,467,133 88.1 

ヤングレディスブランド 276,253 87.0 

合計 6,062,910 85.8 

事業 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド 7,913,036 81.2 

ベビー・トドラーブランド 5,482,814 87.0 

ヤングレディスブランド 500,185 82.4 

ロイヤリティ収入 160,086 71.6 

その他 79,360 112.3 

合計 14,135,483 83.4 



４．当中間会計期間における販売実績をブランド別に示すと、次のとおりであります。 

  

３【対処すべき課題】 

 当中間会計期間において、事業及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たな事項はありません。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

   当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当事項はありません。 

  

  

  ブランド

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

販売高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニア 
ブランド 

ANGEL BLUE 2,115,340 67.8 

mezzo piano junior 1,611,031 83.8 

pom ponette junior 1,121,819 90.9 

DAISY LOVERS 1,338,402 84.7 

BLUE CROSS girls 741,479 89.8 

BLUE CROSS 984,963 92.9 

小  計 7,913,036 81.2 

ベビー・ 
トドラー 
ブランド 

MINI-K 1,188,256 70.7 

mezzo piano 2,837,231 84.6 

pom ponette 778,575 95.2 

DAISY LOVERS Paradise kids 422,745 93.2 

ANGEL BLUE kids 256,005 － 

小  計 5,482,814 87.0 

ヤング 
レディス 
ブランド 

jusqua 401,264 89.5 

Pink Papillon 98,921 62.2 

小  計 500,185 82.4 



第３【設備の状況】 

  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間中の主要な設備の異動は、次のとおりであります。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 前事業年度末に計画した重要な設備の新設、拡充、改修のうち、当中間会計期間において重要な変更はありません。また、新

たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

  

  

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 区分

帳簿価額

建物及び附属設
備（千円） 

器具備品及び運
搬具（千円） 

合計（千円） 

本社 
（東京都港区） 

事務所設備 
取得 9,011 18,432 27,444

除却 － △572 △572

大阪支店 
（大阪市中央区） 

事務所設備 取得 － 180 180

福岡支店 
（福岡市博多区） 

事務所設備 
取得 － 2,487 2,487

除却 － △127 △127

百貨店 
（全国） 

売場設備
取得 127,114 － 127,114

除却 △10,845 － △10,845

合計 
取得 136,126 21,100 157,226

除却 △10,845 △699 △11,544



第４【提出会社の状況】 

  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

① 平成14年12月５日臨時株主総会決議 

 （注）１ 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場合を除く）、次の

算式により行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

前記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、当社が

株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 320,000 

計 320,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成17年７月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成17年10月25日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 91,700 91,700 ジャスダック証券取引所 （注） 

計 91,700 91,700 － － 

  
中間会計期間末現在
（平成17年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日） 

新株予約権の数（個） 144 144 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  11,520（注２）  11,520（注２） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 360,000,000 360,000,000 

新株予約権の行使期間 
平成14年12月６日から
平成34年12月６日まで 

平成14年12月６日から 
平成34年12月６日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  31,250
資本組入額  15,625 

発行価格   31,250 
資本組入額  15,625 

新株予約権の行使の条件 （注３） （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） （注４） 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１株当たりの時価   

  既発行株式数＋新規発行株式数   



さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

２ 平成16年５月15日付をもって普通株式１株を80株に分割した事に伴い、新株予約権１個あたり当初１株から、１個当た

り80株になりました。 

３ 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の行使時に、新株予約権の割当を受けた者（以下「対象者」という）が、当社ならびに当社の子会社及び

関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除く。）はこの限りでない。 

② ①にかかわらず、対象者が行使期間開始日後に死亡した場合、対象者の相続人は、新株予約権を行使することができ

る。 

４ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を受けなければならない。 

  

② 平成14年12月５日臨時株主総会決議 

 （注）１ 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場合を除く）、次の

算定により行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

前記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、当社が

株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

２ 平成16年５月15日付をもって普通株式１株を80株に分割した事に伴い、新株予約権１個あたり当初１株から、１個当た

り80株になりました。 

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１   

  分割または併合の比率   

  
中間会計期間末現在
（平成17年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日） 

新株予約権の数（個） 76 76 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）    6,080（注２）    6,080（注２） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 190,000,000 190,000,000 

新株予約権の行使期間 
平成16年12月６日から
平成24年12月５日まで 

平成16年12月６日から 
平成24年12月５日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  31,250
資本組入額  15,625 

発行価格   31,250 
資本組入額  15,625 

新株予約権の行使の条件 （注３） （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） （注４） 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１株当たりの時価   

  既発行株式数＋新規発行株式数   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１   

  分割または併合の比率   



３ 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の行使時に、新株予約権の割当を受けた者（以下「対象者」という）が、当社ならびに当社の子会社及び

関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除く。）はこの限りでない。 

② ①にかかわらず、対象者が行使期間開始日後に死亡した場合、対象者の相続人は、新株予約権を行使することができ

る。 

４ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を受けなければならない。 

  

③ 平成16年12月15日臨時株主総会決議 

（注）１ 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場合を除く）、次の

算定により行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

前記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、当社が

株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

２ 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込

金額に付与株式数を乗じた額とする。また、株式１株当たりの払込金額は、株式公開時の発行価格とする。 

３ 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の行使時に、新株予約権の割当を受けた者（以下「対象者」という）が、当社ならびに当社の子会社及び

関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除く。）はこの限りでない。 

② ①にかかわらず、対象者が行使期間開始日後に死亡した場合、対象者の相続人は、新株予約権を行使することができ

る。 

４ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を受けなければならない。 

  
中間会計期間末現在
（平成17年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日） 

新株予約権の数（個） 1,085 1,011 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,085 1,011 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 271,250,000 252,750,000 

新株予約権の行使期間 
平成18年12月16日から
平成26年12月15日まで 

平成18年12月16日から 
平成26年12月15日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  250,000
資本組入額  125,000 

発行価格   250,000 
資本組入額  125,000 

新株予約権の行使の条件 （注３） （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注４） （注４） 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１株当たりの時価   

  既発行株式数＋新規発行株式数   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１   

  分割または併合の比率   



④ 平成17年４月27日定時株主総会決議 

（注）１ 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分をする場合（新株予約権の行使による場合を除く）、次の

算定により行使金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

前記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自

己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。また、当社が

株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

さらに、当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切

に行使価額の調整を行うものとする。 

２ 新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込

金額に付与株式数を乗じた額とする。 

３ 新株予約権の行使の条件 

① 新株予約権の行使時に、新株予約権の割当を受けた者（以下「対象者」という）が、当社ならびに当社の子会社及び

関連会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職その他当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合（死亡の場合を除く。）はこの限りでない。 

② ①にかかわらず、対象者が行使期間開始日後に死亡した場合、対象者の相続人は、新株予約権を行使することができ

る。 

４ 新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を受けなければならない。 

  

  

  
中間会計期間末現在
（平成17年７月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成17年９月30日） 

新株予約権の数（個） ― 5 

新株予約権の目的となる株式の種類 ― 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株） ― 5 

新株予約権の行使時の払込金額（円） ― 1,350,610 

新株予約権の行使期間 ―
平成19年４月28日から 
平成27年４月27日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

―
発行価格   270,122 
資本組入額  135,061 

新株予約権の行使の条件 ― （注３） 

新株予約権の譲渡に関する事項 ― （注４） 

          
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１株当たりの時価   

  既発行株式数＋新規発行株式数   

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

1   

  分割または併合の比率   



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注） 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行株数     5,300株 

発行価格    250,000円 

資本組入額    93,500円 

払込金総額 1,245,500千円 

  

(4）【大株主の状況】 

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成17年３月８日 5,300 91,700 495,550 645,550 749,950 849,950

    平成17年７月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

成宮 雄三 東京都世田谷区用賀1-4-4 19,040 20.76 

成宮 一雄 東京都目黒区東が丘2-1-15-208 12,120 13.22 

成宮 正雄 東京都世田谷区用賀1-4-4 5,070 5.53 

成宮 道雄 東京都世田谷区用賀1-4-4 5,070 5.53 

（有）ＫＭＲ 東京都目黒区東が丘2-1-15-208 4,800 5.23 

成宮 淳 東京都杉並区高井戸西3-3-4 4,000 4.36 

成宮 俊雄 東京都杉並区高井戸東3-16-5 4,000 4.36 

成宮 房子 東京都世田谷区用賀1-4-4 4,000 4.36 

成宮 真理 東京都杉並区高井戸東3-16-5 2,000 2.18 

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌ エイ ロンド
ン（常任代理人 株式会社み
ずほコーポレート銀行） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 
EC2P 2HD,ENGLAND（東京都中央区日本橋兜
町6-7） 

1,114 1.21 

計 － 61,214 66.75 



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、平成17年３月９日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はあり

ません。 

  

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

(1）役職の異動 

  

  平成17年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   91,700 91,700 （注） 

端株 － － － 

発行済株式総数 91,700 － － 

総株主の議決権 － 91,700 － 

    平成17年７月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

月別 平成17年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高（円） － 442,000 347,000 381,000 305,000 273,000 

最低（円） － 312,000 286,000 293,000 242,000 248,000 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 管理本部長 取締役 
管理本部副本部長

(大阪支店、福岡支店管掌) 中村 吉次郎 平成17年６月１日



第５【経理の状況】 

  

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成16年２月１日から平成16年７月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会

計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

 ただし、当中間会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の

中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成16年２月１日から平成16年７月31日まで）及び当中間

会計期間（平成17年２月１日から平成17年７月31日まで）の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けて

おります。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成17年２月３日提出の有価証券届出書に添付されたものによっておりま

す。 

  

３．中間連結財務諸表について 

 当社は、子会社を有していないため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24

号）による中間連結財務諸表は作成しておりません。 

  

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 
（平成16年７月31日） 

当中間会計期間末
（平成17年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）       

Ⅰ 流動資産       

１．現金及び預金   4,515,457  6,287,608 4,747,743  

２．受取手形 ※２ 145,337  52,977 67,876  

３．売掛金   4,479,845  4,022,180 5,192,905  

４．たな卸資産   1,968,677  1,880,334 1,840,780  

５．繰延税金資産   149,515  116,226 215,839  

６．その他   95,070  76,087 155,777  

貸倒引当金   △18,561  △15,389 △13,707  

流動資産合計    11,335,344 83.3 12,420,023 83.9  12,207,214 83.6

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産       

(1）建物 ※１ 685,450  550,828 592,347  

(2）車両運搬具 ※１ 5,094  5,641 4,095  

(3）工具、器具及び
備品 

※１ 32,566  44,462 34,628  

(4）土地   298,940  298,940 298,940  

計   1,022,051  7.5 899,872 6.1 930,011  6.4

２．無形固定資産   30,884  0.2 50,417 0.3 54,361  0.4

３．投資その他の資産       

(1）投資有価証券   22,275  35,916 21,913  

(2）繰延税金資産   81,782  73,328 79,738  

(3）差入保証金   805,617  892,159 930,639  

(4）その他   363,100  462,309 407,025  

貸倒引当金   △52,164  △33,145 △32,872  

計   1,220,610  9.0 1,430,569 9.7 1,406,444  9.6

固定資産合計    2,273,545 16.7 2,380,859 16.1  2,390,817 16.4

資産合計    13,608,890 100.0 14,800,882 100.0  14,598,032 100.0

        



  

  

    
前中間会計期間末 
（平成16年７月31日） 

当中間会計期間末
（平成17年７月31日） 

前事業年度の要約貸借対照表
（平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）       

Ⅰ 流動負債       

１．支払手形 ※２ 3,332,844  2,644,303 3,051,717  

２．買掛金   1,437,300  1,619,852 1,399,349  

３．未払法人税等   569,964  241,192 674,989  

４．未払消費税等   131,871  67,566 178,590  

５．賞与引当金   124,280  110,860 156,060  

６．返品調整引当金   29,701  30,809 23,171  

７．設備支払手形 ※２ 409,402  183,965 223,570  

８．その他   1,200,883  1,126,546 1,326,932  

流動負債合計    7,236,248 53.2 6,025,097 40.7  7,034,381 48.2

Ⅱ 固定負債       

１．退職給付引当金   192,199  183,964 186,314  

２．その他   20,242  20,252 20,245  

固定負債合計    212,442 1.5 204,217 1.4  206,560 1.4

負債合計    7,448,690 54.7 6,229,314 42.1  7,240,942 49.6

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金    150,000 1.1 645,550 4.4  150,000 1.0

Ⅱ 資本剰余金       

１．資本準備金   100,000  849,950 100,000  

資本剰余金合計    100,000 0.7 849,950 5.7  100,000 0.7

Ⅲ 利益剰余金       

１．利益準備金   12,500  12,500 12,500  

２．任意積立金   4,000,000  6,000,000 4,000,000  

３．中間（当期）未処
分利益 

  1,896,876  1,055,307 3,094,278  

利益剰余金合計    5,909,376 43.4 7,067,807 47.8  7,106,778 48.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

   823 0.1 8,260 0.0  311 0.0

資本合計    6,160,199 45.3 8,571,567 57.9  7,357,090 50.4

負債資本合計    13,608,890 100.0 14,800,882 100.0  14,598,032 100.0

        



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高    16,950,159 100.0 14,135,483 100.0  35,790,711 100.0

Ⅱ 売上原価    7,341,838 43.3 6,019,706 42.6  15,638,098 43.7

売上総利益    9,608,320 56.7 8,115,777 57.4  20,152,614 56.3

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

*１  8,224,956 48.5 7,581,813 53.6  16,585,085 46.3

営業利益    1,383,364 8.2 533,963 3.8  3,567,528 10.0

Ⅳ 営業外収益 *２  95,390 0.5 116,384 0.8  222,397 0.6

Ⅴ 営業外費用 *３  5,705 0.0 30,898 0.2  13,464 0.0

経常利益    1,473,049 8.7 619,449 4.4  3,776,462 10.6

Ⅵ 特別利益    － － 541 0.0  － －

Ⅶ 特別損失 *４  37,769 0.2 11,544 0.1  66,528 0.2

税引前中間(当期)
純利益 

   1,435,279 8.5 608,446 4.3  3,709,934 10.4

法人税、住民税及
び事業税 

  503,305  149,408 1,644,485  

法人税等調整額   118,752 622,058 3.7 100,569 249,978 1.8 54,824 1,699,309 4.8

中間(当期)純利益    813,221 4.8 358,468 2.5  2,010,624 5.6

前期繰越利益    1,083,654 696,838  1,083,654 

中間(当期)未処分
利益 

   1,896,876 1,055,307  3,094,278 

        



③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

  次へ 

  
  

  
前中間会計期間

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日）

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日）

前事業年度の要約キャッシ
ュ・フロー計算書 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間(当期)純利益   1,435,279 608,446 3,709,934 

減価償却費   227,210 178,461 498,177 

退職給付引当金の増加額(△減少額)   10,267 △2,350 4,382 

貸倒引当金の増加額(△減少額）   6,090 1,955 △18,056 

賞与引当金の減少額   △49,120 △45,199 △17,340 

返品調整引当金の増加額(△減少額)   △17,512 7,638 △24,042 

受取利息及び受取配当金   △427 △433 △711 

有形固定資産除却損   37,769 11,544 66,528 

売上債権の減少額   1,620,040 1,212,595 1,038,739 

たな卸資産の増加額(△減少額）   169,561 △39,377 296,466 

仕入債務の減少額   △1,623,796 △186,910 △1,942,873 

その他流動資産の減少額(△増加額）   △58,161 79,514 △115,616 

その他流動負債の減少額   △205,279 △350,492 △5,310 

役員賞与の支払額   △100,000 － △100,000 

その他   1,185 21,932 1,513 

小計   1,453,108 1,497,326 3,391,792 

利息及び配当金の受取額   175 433 711 

法人税等の支払額   △1,549,383 △583,205 △2,585,538 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △96,099 914,553 806,965 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

貸付金の回収による収入   1,652 2,789 3,016 

有形固定資産の取得による支出   △256,344 △182,420 △703,385 

無形固定資産の取得による支出   △20,860 － △46,428 

差入保証金の差入による支出   △32,627 △7,866 △396,351 

差入保証金の返還による収入   149,655 46,345 388,357 

保険積立金の積立による支出   － △59,071 △125,356 

その他   △92,672 △601 △41,827 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △251,196 △200,823 △921,975 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入   － 1,223,574 － 

配当金の支払額   △423,360 △397,440 △423,360 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △423,360 826,134 △423,360 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額）   △770,656 1,539,864 △538,370 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   5,286,114 4,747,743 5,286,114 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高   4,515,457 6,287,608 4,747,743 

    



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等

に基づく時価法により評価

しております（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）。 

同左  決算日の市場価格等に基

づく時価法により評価して

おります（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定）。 

  (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

  ① 商品・製品 ① 商品・製品 ① 商品・製品 

  個別法による原価法 同左 個別法による原価法 

   ただし、季越の商品で著

しく価額が低下し回復する

見込みがないものについて

は、同種商品の過去の販売

実績に照らし評価減を行い

中間期末たな卸高を評価替

え後の金額により計上して

おります。 

  

  ただし、季越の商品で著

しく価額が低下し回復する

見込みがないものについて

は、同種商品の過去の販売

実績に照らし評価減を行い

期末たな卸高を評価替え後

の金額により計上しており

ます。 

当該評価減の金額は 

197,502千円であります。 

  ② 原材料 ② 原材料 ② 原材料 

  個別法による原価法 同左 同左 

  ③ 仕掛品 ③ 仕掛品 ③ 仕掛品 

  個別法による原価法 同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物付属設備を除

く）については、定額法を採用

しております。 

同左 同左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   売上債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。 

同左 同左 



  

項目 
前中間会計期間 

（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員に支給する賞与に備え

るため、支給見込額に基づき計

上しております。 

同左 同左 

  (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 (3）返品調整引当金 

   将来予想される売上返品に備

えるため、過去の返品率等を勘

案し、当該返品に伴う売上総利

益相当額を計上しております。 

同左 同左 

  (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 (4）退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上しております。 

 また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定年数（３年）

による定額法により按分した額

を翌期から処理することとして

おります。 

同左  従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。また、数

理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間内

の一定年数（３年）による定額

法により按分した額を翌期から

処理することとしております。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲 

 手許現金、随時引出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は、相殺の上流動負債に

「未払消費税等」として表示して

おります。 

同左  消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 



追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

―――― 

  

  

  

  

 「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31日

に公布され、平成16年４月１日以後に開始

する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当中間会計期間から

「法人事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従い法人

事業税の付加価値割及び資本割について

は、販売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

この結果、販売費及び一般管理費が25,602

千円増加し、営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が25,602千円減少しておりま

す。 

―――― 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

  

（中間損益計算書関係） 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間末 
（平成16年７月31日） 

当中間会計期間末
（平成17年７月31日） 

前事業年度末 
（平成17年１月31日） 

＊１ 有形固定資産減価償却累計額 ＊１ 有形固定資産減価償却累計額 ＊１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,067,990千円 1,361,758千円 1,255,669千円 

＊２ 期末日満期手形 ＊２ 期末日満期手形 ＊２     ───── 

 期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理をして

おります。なお当中間期末日が金融機関

の休日であったため、次の中間期末日満

期手形が中間期末残高に含まれておりま

す。 

同左   

  
受取手形 28,556千円

支払手形 576,728千円

設備支払手形 24,865千円

  
受取手形 9,226千円

支払手形 490,939千円

設備支払手形 50,360千円

前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額 ＊１ 減価償却実施額 
  

有形固定資産 225,268千円

無形固定資産 1,941千円

  
有形固定資産 173,323千円

無形固定資産 5,138千円

有形固定資産 494,144千円

無形固定資産 4,032千円

＊２ 営業外収益の主要項目 ＊２ 営業外収益の主要項目 ＊２ 営業外収益の主要項目 
  

受取利息 175千円

仕入割引 83,661千円

  
受取利息 433千円

仕入割引 97,800千円

受取利息 711千円

仕入割引 204,874千円

＊３  ＊３ 営業外費用の主要項目 ＊３  
  ─────    

新株発行費用 21,925千円

株式公開費用 8,841千円

─────  

＊４  ＊４ 特別損失の主要項目 ＊４  
  ─────    

固定資産除却損 11,544千円
─────  

前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係（平成16年７月31日現在） 

 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係（平成17年７月31日現在） 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係（平

成17年１月31日現在） 
  
現金及び預金勘定 4,515,457千円

現金及び預金同等物 4,515,457千円

  
現金及び預金勘定 6,287,608千円

現金及び預金同等物 6,287,608千円

現金及び預金勘定 4,747,743千円

現金及び預金同等物 4,747,743千円



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当

額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

①車両運搬具 ①車両運搬具 ①車両運搬具 
  

取得価額相当額 4,858千円

減価償却累計額相当額 2,018千円

中間期末残高相当額 2,839千円

  
取得価額相当額 4,858千円

減価償却累計額相当額 3,232千円

中間期末残高相当額 1,625千円

取得価額相当額 4,858千円

減価償却累計額相当額 2,625千円

期末残高相当額 2,232千円

②工具、器具及び備品 ②工具、器具及び備品 ②工具、器具及び備品 
  

取得価額相当額 105,952千円

減価償却累計額相当額 40,825千円

中間期末残高相当額 65,127千円

  
取得価額相当額 163,346千円

減価償却累計額相当額 60,326千円

中間期末残高相当額 103,019千円

取得価額相当額 96,913千円

減価償却累計額相当額 42,046千円

期末残高相当額 54,867千円

③ソフトウエア ③ソフトウエア ③ソフトウエア 
  

取得価額相当額 48,233千円

減価償却累計額相当額 17,204千円

中間期末残高相当額 31,028千円

  
取得価額相当額 50,701千円

減価償却累計額相当額 18,858千円

中間期末残高相当額 31,842千円

取得価額相当額 51,105千円

減価償却累計額相当額 13,858千円

期末残高相当額 37,247千円

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 29,944千円

１年超 72,558千円

合計 102,503千円

  
１年内 43,766千円

１年超 96,052千円

合計 139,819千円

１年内 31,466千円

１年超 65,641千円

合計 97,108千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

支払リース料 17,226千円

減価償却費相当額 15,881千円

支払利息相当額 1,231千円

  
支払リース料 25,201千円

減価償却費相当額 20,997千円

支払利息相当額 1,850千円

支払リース料 34,607千円

減価償却費相当額 32,241千円

支払利息相当額 2,472千円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同左        同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については利息法によって

おります。 

       同左        同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
  
１年内 5,738千円

１年超 3,525千円

合計 9,264千円

  
１年内 2,597千円

１年超 928千円

合計 3,525千円

１年内 3,374千円

１年超 2,042千円

合計 5,417千円



（有価証券関係） 

  

前中間会計期間末（平成16年７月31日現在） 

  

その他有価証券で時価のあるもの 

  

当中間会計期間末（平成17年７月31日現在） 

  

その他有価証券で時価のあるもの 

  

前事業年度（平成17年１月31日現在） 

  

その他有価証券で時価のあるもの 

  

区分 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 20,887 22,275 1,387 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

計 20,887 22,275 1,387 

区分 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 21,989 35,916 13,926 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

計 21,989 35,916 13,926 

区分 取得原価（千円）
貸借対照表計上額
（千円） 

差額（千円） 

(1)株式 21,388 21,913 525 

(2)債券 － － － 

(3)その他 － － － 

計 21,388 21,913 525 



（デリバティブ取引関係） 

  

前中間会計期間末（平成16年７月31日現在） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末（平成17年７月31日現在） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度（平成17年１月31日現在） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

  

  次へ 



（持分法損益等） 

  

前中間会計期間（自 平成16年２月１日 至 平成16年７月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成17年２月１日 至 平成17年７月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

 該当事項はありません。 

  



（１株当たり情報） 

  

前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

  

１株当たり純資産額 71,298円60銭

１株当たり中間純利益
金額 

9,412円29銭

  

１株当たり純資産額 93,474円01銭

１株当たり中間純利益
金額 

3,954円63銭

１株当たり純資産額 85,151円51銭

１株当たり当期純利益
金額 

23,271円12銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、ストッ

クオプション制度導入に伴う新株予

約権残高がありますが、当社株式は

非上場であり、かつ店頭登録もして

いないため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。 

潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

3,637円01銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、ストッ

クオプション制度導入に伴う新株予

約権残高がありますが、当社株式は

非上場であり、かつ店頭登録もして

いないため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。 

 当社は平成16年５月15日付で株式

１株につき80株の株式分割を行なっ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

なわれたと仮定した場合の１株当た

り情報については、それぞれ以下の

とおりとなります。 

  当社は平成16年５月15日付で株式

１株につき80株の株式分割を行なっ

ております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行

なわれたと仮定した場合の１株当た

り情報については、それぞれ以下の

とおりとなります。 
  

前事業年度 

１株当たり純資産額 66,786円98銭

１株当たり当期純利益
金額 

26,139円58銭

なお、潜在株式調整後１株当
たり中間（当期）純利益金額に
ついてはストックオプション制
度導入に伴う新株予約権残高が
ありますが、当社株式は非上場
であり、かつ店頭登録もしてい
ないため、期中平均株価が把握
できませんので記載しておりま
せん。 

    

  

１株当たり純資産額 66,786円98銭 

１株当たり当期純利益
金額 

26,139円58銭 



（注） １株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下

のとおりであります。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日)

当中間会計期間
(自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日)

前事業年度 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益（千円） 813,221 358,468 2,010,624 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益 

(千円) 
813,221 358,468 2,010,624 

期中平均株式数（株） 86,400 90,645 86,400 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益金額 
   

中間(当期)純利益調整額 (千円) － 358,468 － 

普通株式増加数 － 7,916株 － 

（うち新株予約権） （－） （7,916株） （－） 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

 新株予約権２種類 

(新株予約権の数220個) 

 この詳細は、「新株

予約権等の状況」に記

載のとおりです。 

     － 

  

  

新株予約権３種類 

(新株予約権の数1,305

個) この詳細は、「新

株予約権等の状況」に

記載のとおりです。 



（重要な後発事象） 

  

  

前中間会計期間 
（自 平成16年２月１日 
至 平成16年７月31日） 

当中間会計期間
（自 平成17年２月１日 
至 平成17年７月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

１．新株予約権（ストックオプショ

ン）の付与について 

────── 当社は、平成17年２月３日に株式会

社ジャスダック証券取引所より上場

承認を受け、平成17年３月９日株式

会社ジャスダック証券取引所に株式

上場いたしました。株式上場にあた

り、平成17年２月３日および同年２

月18日開催の取締役会決議により、

新株式を発行し、平成17年３月８日

に下記のとおり払込が完了いたしま

した。この結果、平成17年３月９日

付で資本金は645,550千円、発行済

株式総数は91,700株となりました。 

 平成16年12月15日開催の臨時株

主総会及び平成17年１月４日開催

の取締役会決議に基づき、平成17

年１月４日付で当社の取締役・監

査役及び従業員に対して、商法第

280条ノ20及び第280条ノ21に基づ

き新株予約権（ストックオプショ

ン）の付与を致しております。 

(1）発行する株式の種類及び対象

株式数 

 普通株式1,085株を上限とす

る。 

    

①発行新株式 普通株式  5,300株 

(2）新株予約権の行使時の払込金

額 

  ②募集方法  一般募集 

(ブックビルディング方式) 

 払込金額は、株式公開時の発

行価格とします。 

  ③新株式発行後の

発行済株式数 91,700株 

(3）新株予約権の行使期間 

 平成18年12月16日から平成26

年12月15日までの間で取締役会

が定める期間。 

  ④発行価格 １株につき 250,000円 

⑤引受価格 １株につき 235,000円 

⑥発行価額 １株につき 187,000円 

⑦資本組入額１株につき 93,500円 

⑧発行価額の総額   991,100千円 

⑨払込金額の総額  1,245,500千円 

⑩資本組入額の総額  495,550千円 

⑪資本準備金組入額  749,950千円 

⑫配当起算日 平成17年２月１日 

⑬資金使途 百貨店およびショ

ッピングモールな

どへの新規出店に

係る設備資金 



第６【提出会社の参考情報】 

  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書（有償一般募集増資及び売出し）及びその添付書類 

 平成17年２月３日関東財務局長に提出。 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 平成17年２月18日及び平成17年２月28日関東財務局長に提出。 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第10期）（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日）平成17年４月28日関東財務局長に提出。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  

  



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１月１９日

株式会社ナルミヤ・インターナショナル 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ナルミヤ・

インターナショナルの平成１６年２月１日から平成１７年１月３１日までの第１０期事業年度の中間会計期間（平成１６年２月１日

から平成１６年７月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ナルミヤ・インターナショナルの平成１６年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年２

月１日から平成１６年７月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券届出書提出会社)が別

途保管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 高 橋 廣 司 

      

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 湯 浅 信 好 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１０月１３日

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ナルミヤ・

インターナショナルの平成１７年２月１日から平成１８年１月３１日までの第１１期事業年度の中間会計期間（平成１７年２月１日

から平成１７年７月３１日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社ナルミヤ・インターナショナルの平成１７年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年２

月１日から平成１７年７月３１日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 坂 本 裕 子 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 湯 浅 信 好 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 田 征 仁 
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